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第３２回総会を開催しました。

当日は、来賓として酒向　薫岐阜県議会議員様、渡辺 英人関市議会議員様にご出席いただきました。

組合員の皆様には、お忙しい中ご出席及び委任状を提出いただき有難うございました。

提出された議案については、原案どおり議決されました。

２６

項 目 予算金額 項 目 予算金額

借 入 金 0 工 事 費 14,000

補 助 金 5,500 補 償 費 0

保留地処分金 67,000 調査設計費 28,700

雑 収 入 110 負 担 金 0

清 算 金 0 会 議 費 100

繰 越 金 110,390 事務所費 14,650

償 還 費 0

管 理 費 0

雑 支 出 205

清 算 金 125,345

予 備 費 0

合 計 183,000 合 計 183,000

収 入 金 支 出 金

単位：千円

総会の開催状況



当組合の保留地は残すところ７筆となりました。組合では市内の建築業者様、ハウスメーカー様に

PR をさせていただいております。

また、新たに不動産情報サイトに当組合の保留地情報を掲載できるよう準備を進めています。

　　当地区が良好な住環境の美しいまちとなりますよう、

　　皆様の土地については、各自にて除草など土地の管理を

　　していただきますようご協力をお願いします。

　　やむを得ず、除草作業が必要と判断した場合は組合で

　　作業を行う場合がございます。

　　なお、後日作業に掛かった費用はご請求させていただき

　　ます。

　　※除草作業が難しい方は事前に事務局までご相談ください

　　

保留地が完売されないと事業が完成しないため、

可能な限り土地の売買をお控えいただきますよう

ご理解、ご協力をお願いします。

土地所有権移転の届出

　土地所有権を移転（売買、相続、贈与等 ) された場合は、

　新旧両所有者連名の上、組合事務局に届け出てください。

各種証明書の発行

　仮換地証明・底地証明等の各種証明書は、有料にて組合

　事務局で発行しております。

　※仮換地指定がされると、法務局備え付け図面と現況が

      一致しなくなるため、従前と仮換地の関係を証明する

      ものです。

建築行為等の届出

　当地区内において、次の行為を行う場合は、許可申請が

   必要となります。組合事務局までご連絡・ご相談ください。

　建築物及び工作物の新築・増築・改築・土地の形質の変更、

　移動の容易でない物件の設置、たい積を行う場合

　( 土地区画整理法 76 条第 1 項 )　
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